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１．件名 
令和８年度放射性物質分析・研究施設第 1 棟における作業環境測定（特定化学物質、有機溶

剤） 

 
２．目的及び概要 

本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事

業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）福

島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第 1 棟（以下「第１

棟」という。）にて行う分析作業で有機溶剤及び特定化学物質を使用する作業場について、作業

環境測定法の定めるところにより測定を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 

受注者は本作業を遂行するにあたり本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、分析設備・

機器の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の裁量、責任及び負担において計画立

案し、本作業を実施するものとする。 
 
３．作業実施場所 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 22 番 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター 第１棟 管理区域内 

 

なお、第 1 棟の敷地は東京電力ホールディングス株式会社（以下「東電」という。）福島第

一原子力発電所（以下「1F」という。）構内にあり、管理対象区域内にある。車両の入域の

手続き及び物品の搬入経路については、別途、原子力機構担当者へ問い合わせ、確認を行う

こと。 

 
４．作業期間 

1 回目：令和８年５月から６月 

2 回目：令和８年１１月から１２月 

※試料採取は前回の試料採取日から６ヶ月以内に実施しなければならない。前回は令和７年１２

月に実施しているため、上記作業期間中に試料採取を実施すること。なお、作業の実施日時に

ついては、作業開始前に原子力機構担当者と打合せを行うこと。 

※いずれも土日、祝日、その他原子力機構が特に指定する日を除く。 

※作業は原則８時３０分から１７時の間で実施するものとし、時間外が必要となる場合はその都

度原子力機構担当者の確認を得ること。 

 

５．納期 
令和９年３月１９日 

 

６．作業内容 

(1) 作業環境測定の実施 

「表 1 作業環境測定の実施内容」に示す測定対象物質について、各々の場所の作業環境測定

及び結果の評価を実施する。 

また、作業は厚生労働大臣の登録を受けた作業環境測定士の資格を有するものが行うこと。 
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表 1 作業環境測定の実施内容 

測定対象室 
測定対象物質 

測定項目 測定方法 評価方法 
特定化学物質 有機溶剤 

フード室(1) 

・弗化水素 

・マンガン及

びその化合物 

・アセトン 

・ノルマルヘ

キサン 

・メタノール 
測定対象

物質の空

気中濃度 

特定化学物質： 

「作業環境測定基

準」第 10 条に従

い A 測定及び B 測

定 を 実 施 す る 

有機溶剤： 

「作業環境測定基

準」第 13 条に従

い A 測定及び B 測

定を実施する 

（各室 2 日間実施

のこと） 

「作業環境測定評

価基準」第 2 条及

び第 3 条に従い評

価する 

フード室(2) 

フード室(3) 

測定室(2) 

測定室(3) 

試薬調製室 

放射線管理

用測定室 
 

・2-メトキシ

エタノール 

 

(2) 報告書の作成 

作業環境測定報告書の作成：1 式 

① 作業環境測定報告書は、作業環境測定結果報告書（証明書）、作業環境測定結果記録表をもっ

て作業報告書とする。なお、記載内容は令和2年8月5日付基発0805第1号「作業環境測定の記録のモ

デル様式の改正について」にあるモデル様式を参考にすること。 

② 精度及び品質を適正に保つ体制（内部精度管理体制）及びその結果を添付すること。  

③ 作業環境測定に関する精度管理事業に参加していることを証明する書類を添付すること。 

 

７．業務に必要な資格等 
 作業環境測定を実施する者は(1)～(5)のうち必要な資格を有すること。また、その他の作業者は

(2)～(5)のうち必要な資格を有すること。 

(1) 厚生労働大臣の登録を受けた作業環境測定士（有機溶剤及び特別化学物質） 

※作業を実施する作業環境測定士の所属する事業所は、「作業環境測定法施行規則」別表第

3 号及び第 5 号について厚生労働大臣の登録を受けた作業環境測定機関であること。 

(2) 放射線業務従事者※1 

(3) 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者（必要に応じて）※2 

(4) 東電 1F 立入許可者、従事者※3 

(5) 東電 1F 作業班長資格教育（必要に応じて）※4 
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※１ 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必

要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事

者指定を受けられる者。 

※２ 作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者

から原子力機構が認定する。作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講

申請を行い、業務開始までに認定（新規認定又は更新（３年ごと）する場合、受講時間は２時間）

を受けること。 

※３ 新規で東電 1F 立入許可者、従事者の登録が必要な場合は、機構担当者に手続きを申請する

こと。 

※４ 東電作業班長に必要な標準的な資格承認基準は以下の通り。 

・当該職種の経験年数（原子力の定検工事もしくは類似工事に従事５年以上。ただし、大学、高専

卒の場合３年以上） 

・年齢は２３才以上。 

・当該工事の実施にあたって健康上支障のない者。 

・労働安全衛生法第 60 条に基づく職長教育を終了した者。 

・作業班長研修カリキュラムに基づく研修（最低２日間程度）を受講した者。（資格有効期間内に、

最低１日間程度の反復研修を受講した者） 

・震災(２０１１.３.１１)以降の東電１Ｆの経験期間（震災後の福島第一原子力発電所での作業経

験期間３ヶ月以上）ただし、作業責任者等認定制度に基づく現場責任者であれば本項目は免除でき

る。 

 

８．支給品及び貸与品 
 以下に記す物品について、必要量を作業時に無償で支給又は貸与を行う。 

(1) 支給品 

① 作業用電源（100 V） 

② その他、原子力機構が支給することを必要と認めた物品 

(2) 貸与品 

以下の物品等を各作業時に無償で貸与する。貸与期間中、受注者は適切な管理を行い、

受注者の責任による損傷又は滅失を生じた場合は、これらと同品又は同等のものを弁償するも

のとする。 

① 管理区域内入域に必要な保護具（作業衣、ゴム手袋等） 

② 各作業で必要な原子力機構の規程、規則、基準類 

③ 各作業で必要な設備機器類の図面・取扱説明書等 

④ その他、原子力機構が貸与することを必要と認めた物品 

 

９．提出書類 
本仕様書で定める作業に係る提出書類は「表 2 提出図書一覧」のとおりである。 

表 2 提出図書一覧 

提出書類 様式 提出目安※2 提出期限 
部

数 

確

認 

安全対策基本計画書※1 受注者 作業全体として 
作業開始前まで

に 
1 部 ― 

放射線管理基本計画書※1 受注者 作業全体として 
作業開始前まで

に 
1 部 ― 
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提出書類 様式 提出目安※2 提出期限 
部

数 

確

認 

品質マネジメント計画書 受注者 作業全体として 
作業開始前まで

に 
1 部 ― 

総括責任者届 原子力機構 作業全体として 
契約締結後 10 営

業日以内までに 
1 部 ― 

作業計画書一式※3 

 ・作業計画書 

 ・作業要領書 

 ・作業手順書 

 ・作業工程表 

 ・安全衛生チェックリスト 

 ・作業者名簿 

 （現場責任者等認定書の写し、

作業環境測定機関登録証の写

し、作業環境測定士登録証の

写しを含む。） 

 ・作業安全組織図 

 ・リスクアセスメントワーク 

シート 

・化学物質リスクアセスメント 

             等 

原子力機構 作業全体として 
作業開始 10 営業

日前までに 
2 部 要 

KY シート 原子力機構 作業毎 
作業終了後 

（作業日ごと） 
1 部 ― 

防護指示書 原子力機構 作業毎 

その週最初の作

業日の前々営業

日まで（週ご

と） 

1 部 ― 

作業日報 受注者 作業毎 

作業日の 

翌営業日中 

（作業日ごと） 

1 部 ― 

作業環境測定報告書 受注者 作業毎 納期までに 1 部 ― 

委任又は下請負届（実施体制図含

む） 
原子力機構 作業全体として 必要に応じて※4 1 部 ― 

その他原子力機構及び東電 1F の

要求するもの 
― ― 必要の都度 1 部 ― 

・用紙は原則としてA4版とすること。 

 

※1：当該年度に分析課での他の契約案件で提出済みの場合は不要である。 

※2：作業全体として提出を要求する書類と、1回目、2回目の作業環境測定それぞれの作業毎に提

出を要求する書類を示す。ただし、作業全体として提出を要求する場合であっても、1回目、2回

目の作業環境測定でその内容に変更がある場合には再度提出すること。 

※3：確認後に「作業計画書」の内容に変更が生じた場合は、原子力機構担当者へ確認し、変更の

届を作業開始10営業日前までに提出すること。 
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※4：承認まで2週間を要するため、下請負を行う場合は作業開始の10営業日前までに提出するこ

と。 

※5：2部提出の書類は、確認後に1部を返却する。 

 

(提出先) 

原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 

大熊分析・研究センター 分析課 

 

１０．検収条件 
「９．提出書類」の確認が終了し、原子力機構が仕様書で定める作業が実施されたと原子力機

構が認めた時を以て、作業完了とする。 
 

１１．適用法規・規程等 
受注者は、本作業の実施に当たって、以下に掲げる関係法令等を遵守するものとし、原子力機

構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。なお、この他受注者の社

内基準を適用する場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出して確認を得るものとする。 

(1) 労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規定 

(2) 作業環境測定法及び関係法規、諸規定 

(3) 福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則 

(4) 福島廃炉安全工学研究所事故対策規則 

(5) 福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について 

(6) 福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領 

(7) 大熊分析・研究センター 消防計画 

(8) 大熊分析・研究センター 防火管理要領 

(9) 大熊分析・研究センター 地震対応要領 

(10) 大熊分析・研究センター 緊急時対応要領 

(11) 大熊分析・研究センター 放射性物質分析・研究施設第1棟 放射線管理仕様書 

(12) その他関係法令及び福島廃炉安全工学研究所、大熊分析・研究センター、1F諸規定 

 

１２．品質保証 
（1） 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質

マニュアル（以下「品質マネジメント計画書等」という）を提出し、確認を得ること。 

（2） 品質マネジメント計画書等は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001 又は JEAC4111 

満足するものであること。 

（3） 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。（本

業務の一部を下請負する場合、受注者の調達管理についても立入調査及び監査の対象とす

る。） 

 

１３．特記事項 
(1) トレーサビリティ 
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受注者は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等についてその校正記録、トレーサビ

リティ体系図を報告書に含めること。 

(2) 秘密保持 

 受注者は、作業を実施することにより取得した本作業に関する各データ、技術情報、成果そ

の他すべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特

定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、予め書面により

原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

(3) 作業安全 

① 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い

信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、原子力機構の規定等を遵守し、

安全性に配慮して作業を遂行すること。 

② 本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を順守するとともに、原子力

機構担当者と十分な打ち合わせの上で実施すること。特に作業の安全には十分留意して行

うこと。 

③ 本作業では、現場責任者と作業者を別に定め、作業は現場責任者立会いの下実施すること。 

④ 作業開始前には、KY 活動及び TBM を実施し、作業の安全に努めること。 

⑤ 作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構担当者へ連絡をすること。 

⑥ 不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に作業の管理体制表、緊

急時の連絡体制表を掲示すること。 

(4) 放射線安全 

① 放射線管理上の一般共通仕様（遵守事項、注意事項、事務手続き等を含む）は「大熊分

析・研究センター 放射性物質分析・研究施設第 1 棟 放射線管理仕様書」に従うこと。 

② 1F 敷地内で作業を行う際は、東電が定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。 

③ 個人線量計については、受注者負担にて準備すること。 

④ 受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放

射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低く

するよう努めなければならない。 

(5) 物品の搬入・搬出 

① 管理対象区域への作業に必要な物品の搬入・搬出方法は「大熊分析・研究センター 放射

性物質分析・研究施設第 1 棟 放射線管理仕様書」に従う。 

② 管理対象区域への作業に必要な物品の搬入・搬出に際して、原子力機構が受注者に物品の

確認を行う場合はこれに協力すること。 

③ 搬入する物品は必要最小限とし、不要な物品の持ち込みを避けること。また、必要に応じ

て汚染防止の養生等を実施すること。 

④ 物品の搬出に際して、原子力機構が搬出方法（搬出に使用する容器、汚染防止対策等）に

ついて助言を行う場合はこれに協力すること。 

⑤ 採取した作業環境測定試料は原子力機構が搬出を行い、受注者に発送する。 



 
 

7 
 

(6) 廃棄物 

① 本作業に伴い管理区域内で発生した廃棄物は原子力機構にて無償で処分する。 

② 原子力機構が、本作業に伴い発生の予想される廃棄物について受注者に確認を行う場合は

これに協力すること。 

③ 分析終了後に余った作業環境測定試料は原子力機構へ引き渡すこと。原子力機構にて無償

で処分する。 

(7) 特殊勤務手当の支給 

① 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 

② 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書（労働基準法第 15 条に規定す

る労働条件を明示した書面）に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知す

る等必要な措置を講じなければならない。 

③ 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給され

ていることを、原則 3 ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 

④ 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給され

たことを証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなけ

ればならない。 

(8) 異常時の措置 

① 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、

契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対

策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 

② 異常事態、非常事態が発生（発見）又は発生の恐れが生じた場合には、応急処置を行うと

ともに、作業場の緊急時連絡系統図に従い迅速に通報すること。 

(9) その他 

① 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にあるほかの物

品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 

② 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。万一毀損した場合は、原子力機構担

当者と協議し速やかに修理すること。 

③ 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病（新型コロナウイルス等)に対する対策を目的とし

て行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

④ 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の

損害について、全ての責任を負うものとする。 

⑤ 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた

場合にはその求めに応じること。 

⑥ 受注者は、作業着手前及び下請業者が変わる都度、機構が開催する安全に係る説明会に、

下請業者の全責任者とともに参加すること 

⑦ その他仕様書に定めていない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 
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１４．総括責任者 
受注者は本作業を履行するにあたり、受注者を代表して直接指揮命令する者及びその代理者を

選任し、次の任務に当たらせるものとする。 

(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

(2) 本作業の履行に関する原子力機構との連絡及び調整 

(3) 受注者の従事者の規律及び秩序の保持並びにその他本作業の処理に関する事項 

 

１５．検査員及び監督員 
検査員 

（１）一般検査 管財担当課長 

監督員 

（１）分析課 課員 

 

１６．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に

適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める

「紙類」の基準を満たした物であること。 

 
１７．その他 

本仕様書について疑義が生じた場合は、機構担当者と協議のうえ、その決定に従うこと。なお、

受注者が疑義解消を怠ることにより生じた遅延等の損害については、一切を受注者の負担とする。 

 

 

 

以上 



別図1 測定対象室の簡易図面（1/2）
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別図1 測定対象室の簡易図面（2/2）
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